
介護老人保健施設しお風 指定通所リハビリテーション 

重要事項説明書 

１．事業所の概要 

事 業 所 名 介護老人保健施設しお風通所リハビリテーション 

所 在 地 高知県香南市赤岡町 1１８６番地１ 

管 理 者 福田 憲二 

電 話 番 号 ０８８７－５５－２６８８ 

F A X 番 号 ０８８７－５５－２８１８ 

事 業 所 指 定 番 号 ３９５２１８００３６ 

２．事業所の目的及び運営方針 

事業所の目的 

要介護状態または要支援状態にある者に対し、適切な指定通所リハビ

リテーション（指定介護予防通所リハビリテーション）を提供し利用

者の心身機能の維持、回復を図る。 

運営方針 

要介護者または要支援者が居宅において、その有する能力に応じて自 

立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他 

必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維 

持、回復を図る。また、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター 

等との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努め、利用者の 

要介護状態の軽減若しくは悪化防止又は要介護状態となることの予防 

に資するよう、その目標を設定し計画的にサービスを実施する。 

３．施設の職員体制・職務内容 

職 種 人数 職務内容 

管 理 者 １名 医師（管理者）は、利用者の病状に応じて、妥当適切に

診療を行い、職員の管理及び業務の管理を一元的に行い

ます。 

医 師 １名以上 

看 護 職 員 １名以上 看護職員は、医師の診療補助及び医師の指示を受けて利

用者の看護、保健衛生の業務を行います。 

理学療法士等 １名以上 理学療法士等は、医師の指示のもとに、利用者に対し機 

能訓練に関する業務を行います。 

また、医師や看護師等と共同してリハビリテーション実

施計画書を作成すとともに実施に際し指導を行います。 

介 護 職 員 ３名以上 介護職員は、利用者の通所リハビリテーション計画に基

づく介護を行います。 



４．サービス内容 

利用者の生活の質の向上及びご家族の身体的及び精神的負担の軽減を図りながら、

利用者が家庭での生活継続ができるよう、通所リハビリテーション（介護予防通所リ

ハビリテーション）計画に基づき、看護、医学管理下における介護及び機能訓練その

他必要な日常生活援助を行います。 

種 類 内容 

機 能 訓 練 理学療法士による個別リハビリをはじめ、各利用者の状態に適したリ

ハビリを行い、身体機能の維持・回復に努めます。 

入 浴 自宅での入浴が可能となる事を目標に、心身の清潔保持に努めます。 

排 泄 利用者の状態に応じて適切な排泄介助を行うと共に、排泄の自立につ

いても適切な援助を行います。 

レクリエーション 理学療法士の指導の下、機能回復の視点を取り入れた各種レクリエー

ションを実施します。 

健康チェック 血圧測定など全身状態のチェックを行います。 

相談及び援助 介護保険及び日常生活に関する相談に適宜対応します。 

送 迎 自宅～事業所間の送迎を行います。 

 

５．営業時間・定員等 

営業時間 ８：３０～１７：３０（月曜日～金曜日） 

ただし、１２月３１日及び１月１日は除く 

サービス提供時間 ９：００～１６：３０（月曜日～金曜日・祝祭日） 

利用定員 ５０名 

サービス提供地域 安芸市・芸西村・香南市・香美市・南国市・高知市 

 

※ 利用キャンセルについては、利用日の前日までに当事業所にご連絡ください。 

※ サービス利用時に６５歳以上の方は、健康手帳を持参してください。健康手帳には

利用中の医療記録（血圧等）を記載しています。お持ちでない方については、各市町

村役場にお問い合わせ下さい。 

 

６．事故発生対策 

サービス提供により事故等が発生した場合は、速やかに当該利用者のご家族、市町

村、居宅支援事業所、地域包括支援センターに連絡を行うとともに、必要な措置を講

じます。また、事業所が故意または重大な過失により利用者に損害を与えた場合は損

害賠償を致します。 

 

 

 



７．感染症防止 

感染症の発生の予防及びまん延の防止するため、サービス利用中に感染症の疑いが

見られた場合は、速やかに医療機関への受診していただきますようご協力をお願い致

します。 

 

８．高齢者虐待の防止 

事業所では、高齢者虐待防止法に則り、高齢者に外傷や衰弱が発見された場合、適

切な保護及び支援を行い、速やかに各市町村や関係機関に通報します。 

 

９．金銭管理 

当事業所では、持参される貴重品については、原則として本人管理とさせていただ

きますので、紛失した場合は、事業所では一切責任は負えません。なお、本人管理が

不安な場合は、事前に当事業所までご相談ください。 

 

１０．相談窓口、苦情受付 

（１）サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応致します。 

事業所相談窓口 

電 話 番 号 ０８８７－５５－２６８８ 

F A X 番号 ０８８７－５５－２８１８ 

受 付 時 間 ８：３０～１７：３０（月曜日～金曜日・祝祭日） 

担 当 者 現場責任者 

 

（２）公的機関においても、次の窓口で苦情の申し立てができます。 

市町村介護保険 

相談窓口 

所 在 地 各市町村役場 

電話・ FA X 番号 各市町村代表番号へお問い合わせください 

高知県国民健康 

保険団体連合会 

所 在 地 高知市丸ノ内２丁目６番５号 

電 話 番 号 ０８８－８２０－８４１０・８４１１ 

F A X 番 号 ０８８－８２０－８４１３ 

※その他、第三者委員（法人外）による苦情・相談の受け付けも行っております。 

 

１１．利用料金 

（１）介護保険制度では、区分によって利用料が異なります。介護保険給付費対象サー

ビスを利用する場合は、１日あたり別紙（別表１）の自己負担額をお支払いただき

ます。 

 

 

 

 



１２．支払方法 

  上記（１）の料金は、１ヶ月の合計額を毎月１５日までに前月分の請求を致しま

すので、当月末中にお振込みください（振込み先は請求書に記載）。 

※ 諸般の事情により、口座への振込みが困難な場合は、窓口での現金払いも可能で

す。但し、現金払いにつきましては、２名以上の職員でお預かりの対応をさせてい

ただきますので、事前に事務所までご連絡のうえお越し下さい。 

※ 保険料の滞納などにより、市町村から保険給付金が支払われない場合は、一旦利

用料金（１０割）をお支払いいただき、サービス提供証明書を発行しますので、後

日、市町村の窓口に提出しますと、保険給付分の払い戻しを受けることができます。 

１３．サービス利用にあたっての留意事項 

（１）事業所内の設備、器具は本来の用法に従って利用してください。これに反した利

用により破損等が発生した場合は、弁償していただきます。 

（２）敷地内は全面禁煙とします。 

（３）騒音等、他の利用者に対し迷惑となる行為は禁止いたします。 

（４）営利行為、宗教の勧誘、特定の宗教活動は禁止いたします。 

（５）ペットの持ち込みは禁止いたします。 

 

１４．第三者評価の実施状況 

   当事業所は、第三者評価は受審しておりません。 

 

１５．見守りカメラ設置について 

利用者の安全を守るための防犯対策、及びリスクマネジメント体制を整えること

を目的に、事業所の共有部分の一部に見守りカメラを設置しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１ 

通所リハビリテーション 

１．サービス利用料金 

 サービス利用料金表（１日あたりの料金）１単位：10.00円 

※１割負担の場合 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

１～２時間 ３６９単位 ３９８単位 ４２９単位 ４５８単位 ４９１単位 

２～３時間 ３８３単位 ４３９単位 ４９８単位 ５５５単位 ６１２単位 

３～４時間 ４８６単位 ５６５単位 ６４３単位 ７４３単位 ８４２単位 

４～５時間 ５５３単位 ６４２単位 ７３０単位 ８４４単位 ９５７単位 

５～６時間 ６２２単位 ７３８単位 ８５２単位 ９８７単位 １１２０単位 

６～７時間 ７１５単位 ８５０単位 ９８１単位 １１３７単位 １２９０単位 

７～８時間 ７６２単位 ９０３単位 １０４６単位 １２１５単位 １３７９単位 

※２割負担の場合 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

１～２時間 ７３８単位 ７９６単位 ８５８単位 ９１６単位 ９８２単位 

２～３時間 ７６６単位 ８７８単位 ９９６単位 １１１０単位 １２２４単位 

３～４時間 ９７２単位 １１３０単位 １２８６単位 １４８６単位 １６８４単位 

４～５時間 １１０６単位 １２８４単位 １４６０単位 １６８８単位 １９１４単位 

５～６時間 １２４４単位 １４７６単位 １７０４単位 １９７４単位 ２２４０単位 

６～７時間 １４３０単位 １７００単位 １９６２単位 ２２７４単位 ２５８０単位 

７～８時間 １５２４単位 １８１６単位 ２０９２単位 ２４３０単位 ２７５８単位 

※３割負担の場合 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

１～２時間 １１０７単位 １１９４単位 １２８７単位 １３７４単位 １４７３単位 

２～３時間 １１４９単位 １３１７単位 １４９４単位 １６６５単位 １８３６単位 

３～４時間 １４５８単位 １６９５単位 １９２９単位 ２２２９単位 ２５２６単位 

４～５時間 １６５９単位 １９２６単位 ２１９０単位 ２５３２単位 ２８７１単位 

５～６時間 １８６６単位 ２２１４単位 ２５５６単位 ２９６１単位 ３３６０単位 

６～７時間 ２１４５単位 ２５５０単位 ２９４３単位 ３４１１単位 ３８７０単位 

７～８時間 ２２８６単位 ２７０９単位 ３１３８単位 ３６４５単位 ４１３７単位 

※食事を摂られる方は、食事代一食６００円が必要です。 

※入浴介助加算 （Ⅰ） ４０単位／日  （Ⅱ） ６０単位／日 

※介護保険からの介護給付（予防給付）サービスを利用する場合は、原則として利用

料金は介護保険負担割合証の額です。但し、介護保険の給付の範囲を超えたサービス

利用料は全額自己負担となります。 



２．別途加算について （１割負担の方の場合）1 単位：10.00 円 

 

（１）短期集中個別リハビリテーション実施加算 

短期集中リハビリ加算については、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語

聴覚士による指導に基づき、早期に日常生活活動の自立性を向上されるため、集中

的にリハビリを実施した場合に加算されます。 

・短期集中個別リハビリテーション実施加算 

退院、退所又は認定日から３ヶ月以内          １１０単位／日 

 

（２）リハビリテーションマネジメント加算 

  医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が協働し、継続的に 

リハビリテーションの質を管理した場合に加算されます。 

  ・リハビリテーションマネジメント加算（イ）       

    同意を得た日の属する月から６ヶ月以内         ５６０単位／月 

    同意を得た日の属する月から６ヶ月超          ２４０単位／月 

・リハビリテーションマネジメント加算（ロ） 

  同意を得た日の属する月から６ヶ月以内         ５９３単位／月 

    同意を得た日の属する月から６ヶ月超          ２７３単位／月 

  ・リハビリテーションマネジメント加算（ハ） 

    同意を得た日の属する月から６ヶ月以内         ７９３単位／月 

    同意を得た日の属する月から６ヶ月超          ４７３単位／月 

  ・リハビリテーション計画について、事業所の医師が、利用者またはその家族に説 

明し、同意を得る               上記に加え２７０単位／月 

 

（３）重度療養管理加算 

  要介護状態区分が３～５の場合、計画的な医学管理のもと、通所リハビリテーシ 

ョンを行った場合に加算されます。 

 ・重度療養管理加算                    １００単位／日 

 

（４）若年性認知症利用者受入加算 

  若年性認知症の利用者ごとに個別に担当を定め、担当者を中心に該当利用者の特性 

やニーズに応じたサービス提供を実施した場合に加算されます。 

・若年性認知症利用者受入加算                 ６０単位／日 

 

（５）延長加算 

  サービス提供時間前後にサービス提供時間が超過した場合に加算されます。 

・６時間以上８時間未満の前後の延長サービス      １時間   ５０単位 

                             ２時間 １００単位 



（６）サービス提供体制強化加算 

  処遇にあたる職員のうち介護福祉士が７０％以上配置されている場合（Ⅰ）に加算 

されます。 

  ・サービス提供体制強化加算（Ⅰ）               ２２単位／回 

処遇にあたる職員のうち介護福祉士が５０％以上配置されている場合（Ⅱ）に加算

されます。 

・サービス提供体制強化加算（Ⅱ）               １８単位／回 

 

（７）口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）         ２０単位 / ６ヵ月毎 

 

（８）介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

基本サービス費+各種加算-各種減算×８．６％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



介護予防通所リハビリテーション 

１．介護予防通所リハビリテーション費 （１割負担の方の場合）1 単位：10.00 円 

（１）要支援１  ２２６８単位／月 

（２）要支援２  ４２２８単位／月 

※利用者が介護予防特定施設入居者生活介護または介護予防小規模多機能型居宅介護

若しくは、介護予防認知症対応型生活介護を受けている方は利用できません。 

※他の指定介護予防通所リハビリテーション事業所または介護予防通所介護事業所に

おいてサービスを受けている方は利用できません。 

 

２．別途加算について （１割負担の方の場合）1 単位：10.00 円 

（１）若年性認知症利用者受入加算 

  若年性認知症の利用者ごとに個別に担当を定め、担当者を中心に該当利用者の特性や

ニーズに応じたサービス提供を実施した場合に加算されます。 

・若年性認知症利用者受入加算         ２４０単位／月 

（２）サービス提供体制強化加算 

  処遇にあたる職員のうち介護福祉士が７０％以上配置されている場合に加算されます。 

  ・サービス提供体制強化加算（Ⅰ）       要支援１   ８８単位／月 

要支援２  １７６単位/月 

 

（３）口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）    ２０単位 / ６ヵ月毎 

 

（４）介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

基本サービス費+各種加算-核種減算×８．６％ 

 

（５）介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

基本サービス費+各種加算-核種減算×８．６％ 


